
第11期　伊仙町分別収集計画

鹿児島県　伊仙町

令和８年４月



１　計画策定の意義

　現在の便利で豊かな生活は、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムの上

に成り立っている。　しかし、　その社会経済システムは、　地球環境に少なくない負荷を与え

ており、　将来において真に快適で潤いある環境を創造していくためにはこれまでのライフ

スタイルを見直し、　広域連合のごみ処理施設を有効活用し、「資源循環型社会」を形成して

いくことが必要である。

　伊仙町においても例外ではなく、　生活が豊かになるにつれ、　ごみの発生量は増加してお

り、　その処理が困難性を深めている現状がある。　ごみ問題を解決していくための根本的な

方策は発生抑制にあるが、一方で排出されたごみは、　分別収集し、極力資源化を図ってい

くことが重要であり、「ごみの発生抑制」「使用済製品の再使用」「回収物を原材料とするリ

サイクル」　「エネルギーとしての再利用」　「ごみの適正処理」という一連の処理システムを

確立させ、「資源循環型社会」の持続的発展が可能な社会づくりを目指して、地域社会を構

成する各主体がその役割を認識し、　かつ実行していくことが重要である。

　本計画はこのような状況のなか、　容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関す

る法律　（以下　「法」　という　）第８条に基づいて策定されるものであり、一般廃棄物の中で

も相当量を占めるといわれる容器包装廃棄物を分別収集し、最終処理量の削減を図る目的

で町民・事業者・行政それぞれの役割を明確にし、関係者が一丸となって取り組むべき方

針を示したものである。

分　別　収　集　計　画

令和８年４月
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２　基本的方向

　２－１　基本的方向

　　本計画を実施するに当たって基本的方向を以下に示す。

①　町民・事業者・町（行政）の役割分担を明確にし、それぞれが確実に行動できる

　　　分別収集システムを構築する。

②　リサイクルの経済効率を高めるために、回収物の高純度化を目指す。

 ２－２　役割分担

　　本計画における各主体の基本的な役割分担は以下のとおりとする。

町　　　民 ：手元分別の徹底、分別排出ルールの遵守

事　業　者 ：事業活動に伴って生じた廃棄物の減量化・再生利用・適正処理

町　(行政）：分別収集計画の策定、計画の周知、収集、運搬

広域連合 ：選別・保管

３　計画期間

本計画の期間は令和8年4月を始期とする５年間とし、令和10年度に見直す。

4 対象品目

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器

（無色、茶色、その他）、紙製飲料容器、段ボール、ペットボトル、プラスチック製容器包装を

対象とする。

5 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み。

令和8年度 令和9年度 令和10年度令和11年度 令和12年度

156.43t 154.09t 151.79t 149.53t 147.30t

6 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

容器包装廃棄物の排出抑制のため　、以下の方策を実施する。なお、　実施に当たっては、

　　町民、事業者、行政がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力・連携を図る。

　　□　ごみ排出ルールの周知徹底を図る。

　　□　環境問題に関するPR・啓発・教育活動を強化する。

　　□　分別収集に協力しやすい環境づくりを推進する。

　　□　マイバッグキャンペーンによるレジ袋の削減・過剰包装の抑制。

　　□　ごみ減量・リサイクルに関して町民・事業者・町　(行政）　が意識を統一する。

　　□　広域連合との調整を密にし、排出の抑制につとめる。

　　□　ゴミ出しカレンダーやパンフレト、広報誌による普及・啓発活動

　　□　リュースびん、その他再生資源を原材料とした製品の積極的な利用、販売促進

年　度

容器包装廃棄物

（法第８条２項第１号）

（法第８条２項第２号）
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7 　分別収集をするものとした容器包装物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る

分別の区分　（法第８条第2項第3号）

　収集体制、分別区分、処理施設の状況、町民の協力度及び地域の特性等を総合的に

勘案し、各主体が分別収集する容器包装廃棄物の種類及び収集に係る分別の区分を以

下に定める。

　主としてスチール製の容器

　主としてアルミ製の容器

　主として

　ガラス製の  ガラスびん

　容器

　主として紙製の容器であって飲料を充てんするため

　のもの　（原材料としてアルミニウムが利用されている  飲料用紙パック

　ものを除く。）

　主として段ボール製の容器  段ボール

　主としてポリエチレンテレフタレート　（PET)　製の容

　器であって飲料、しょうゆ等を充てんするためのもの

　主としてプラスチック製の容器包装であって上記以 食品トレイ・カップ麺容器等

　外のもの

分別収集する容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分

 缶

ペットボトル

無色のガラス製容器
茶色のガラス製容器
その他ガラス製容器
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８　各年度において得られる分別基準適合別の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

　リサイクル法第2条6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み

（法第８条第2項第4号）

主としてスチール製の

容器

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

４．５２t ｔ ４．４５t ｔ ４．３８t ｔ ４．３２t ｔ ４．２５t ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

１２．４４t ｔ １２．２５t ｔ １２．０７t ｔ １１．８９t ｔ １１．７１t ｔ

（引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

１１．５９ｔ ｔ １１．４２ｔ ｔ １１．２５ｔ ｔ １１．０８ｔ ｔ １０．９２ｔ ｔ

主として紙製の容器であ

って飲料を充てんするた

めのもの（原材料として

アルミニウムが利用され

ているものを除く。）

主としてポリエチレンテレフタ

レート （ＰＥＴ） 製の容器であ

って飲料又はしょうゆを充て （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

んするためのもの １６．８８t ｔ １６．６３t ｔ １６．３８t ｔ １６．１４t ｔ １５．９t ｔ

器包装であって上記以外

のもの （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

0t ｔ 0t ｔ 0t ｔ 0t ｔ 0t ｔ

　（うち白色

トレイ） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量） （引渡量） （独自処理量）

0ｔ ｔ 0ｔ ｔ 0t ｔ 0t ｔ 0t ｔ

主としてアルミ製の容器 ２１．９０t ２１．５７t

４．４５t ４．３８t

令和10年度令和8年度 令和9年度

茶色のガラス製容器

（合計） （合計） （合計）

１２．４４t １２．２５t １２．０７t

２１．２５t

無色のガラス製容器

（合計） （合計） （合計）

４．５２t

0.01ｔ 0.01ｔ

その他のガラス製容器

（合計） （合計）

２５．０５t ２４．６８t ２４．３１t

主としてプラスチック製の容 （合計） （合計） （合計）

主として段ボール製の容器 ６４．０３t ６３．０８t ６２．１４t

１１．５９ｔ １１．４２ｔ １１．２５ｔ

（合計）

0.01ｔ

（合計） （合計）

0t 0t

（合計） （合計） （合計）

１６．８８t １６．６３t １６．３８t

0t 0t 0t

（合計） （合計） （合計）

0t 0t 0t 0t 0t

令和11年度

２３．９５t

２０．９３t

（合計）

４．３２t

（合計）

１１．８９t

（合計）

１１．０８ｔ

0.01ｔ

（合計）

１１．７１t

（合計）

１０．９２ｔ

0.01ｔ

６１．２１t

（合計）

１６．１４t

（合計）

６０．３t

（合計）

１５．９t

（合計）

令和12年度

２３．５９t

２０．６２t

（合計）

４．２５t
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９　各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装

　リサイクル法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法

　（令和６年度年度の収集実績）　×　（直近の人口変動率）

１０　分別収集を実施する者に関する基本的な事項　（法第８条２項第５号）

　　資源物として下表に示す容器包装廃棄物を収集する。分別収集は、現行の収集体制

　（町による定期収集）　を活用する。

広域連合

5,728人

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

6,084人 5,993人 5,903人 5,815人

（対前年度比）

ー１．４９％ ー１．４９％ ー１．４９％ ー１．４９％

（対前年度比）

容器包装廃棄物の種類 収集・運搬

（対前年度比）

ー１．４９％

（対前年度比） （対前年度比）

缶
スチール

アルミ

無色ガラス

茶色ガラスびん

その他ガラス容器

選別・保管等収集に係る分別の区分

広域連合缶 町の資源ごみ収集

ガラスびん 町の資源ごみ収集 広域連合

広域連合紙

段ボール

紙パック

段ボール

紙製飲料容器

町の資源ごみ収集

小売店舗による拠点回収

プラス
チック

町の資源ごみ収集

ＰＥＴボトル ペットボトル

発砲スチロール
食品トレイ・カップ麺

容器など
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１１　分別収集の用に供する施設の整備に関する事項　（法第８条第２項第６号）

　　　平成１５年度４月より広域連合による徳之島愛ランドクリーンセンターが稼働しており

　　収集・運搬された資源ごみは、同施設内において選別・圧縮形成し、保管される。

分別収集の用に供する施設整備計画の例

段ボール

１２　その他容器包装廃棄物の分類収集の実施に関し重要な事項　

　　□　町民・事業所・行政の役割分担と協力体制を確立させ、容器包装廃棄物の分別収

　　　　集を円滑、かつ効率的に進めていく。

　　□　行政が、町民及び事業者の模範となるよう、ごみの排出規制やリサイクルに率先

　　　　して取り組む。

　　□　ゴミ排出ルールの周知徹底を図る。

　　□　環境問題に関するＰＲ・啓発・教育活動を強化する。

　　□　分別収集に協力しやすい環境づくりを推進する。

　　□　マイバッグキャンペーンによるレジ袋の削減・過剰包装の抑制。

　　□　ごみ減量・リサイクルに関して町民・事業者・町(行政）が意識を統一する。

　　□　広域連合との調整を密にし、排出の抑制につとめる。

　　□　ゴミ出しカレンダーやパンフレット、広報誌による普及・啓発活動

　　□　住民へのごみ処理施設見学会、ゴミ減量出前講座等の実施

　　□　リュースびんその他再生資源を原材料とした製品の積極的な利用、販売促進

飲料用紙製容器

段ボール

製容器包装 白色トレイ

ペットボトル ペットボトル

その他のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

ストック袋

同上

ヤード

同上

同上

縛る

同上

同上

同上ガラスびん 同上

飲料用紙パック 同上

施設）

（選別・圧縮

プラザ

収集車

２ｔﾀﾞﾝﾌﾟ車

中間処理

　　　リサイクル

ガラス製容器

その他の

容器

分別収集する容器

包装廃棄分の種類

アルミ製容器

無色のガラス製

茶色のガラス製

容器

収集容器

スチール製容器

収集に係る

缶

分別の区分

袋
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